
鹿児島市建築物等木材利用促進方針

この方針は、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関

する法律（平成22年法律第36号。以下「法」という。）第12条第１項の規定に基づき、鹿児島

県建築物等木材利用促進方針に即して、建築物等における木材利用の促進を図るため、建築物

における木材利用の促進の意義及び基本的方向、建築物における木材利用の促進のための施策

に関する基本的事項、市が整備する公共建築物における木材利用の目標等、その他建築物等に

おける木材利用の促進に関し必要な事項を定める。

第１ 建築物における木材利用の促進の意義及び基本的方向

本市の人工林等の森林資源は本格的な利用期を迎えており、これらの資源を積極的に活用し、

木材の需要を拡大することは、地域社会の維持・発展に寄与する林業・木材産業の持続性を高

め、森林の適正な整備、森林の有する多面的機能の発揮や地域経済の活性化に資することとな

る。

木材は、長期間にわたって炭素を貯蔵できることや製造時のエネルギー消費が少ないこと、

再生産可能な資源であり、エネルギー源として燃やしても大気中の二酸化炭素濃度に影響を与

えない「カーボンニュートラル」の特性を有していることに加えて、断熱性、調湿性等に優れ、

衝撃を緩和する効果などが高いほか、木の香りで人をリラックスさせる効果も期待されている。

このため、木材利用を促進することは、脱炭素社会の実現はもとより、健康的で温もりのあ

る快適な生活空間の形成にも貢献する。

木造建築物については、これまで低層の戸建て住宅を中心に建築されており、技術面やコス

ト面の課題等から非住宅の建築物や中高層建築物については大部分が非木造となっている。

こうした中、平成22年に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が制定され、

公共建築物において木造化や内装等の木質化が進められてきた。また、近年は、強度等に優れ

た建築用木材であるＣＬＴ（直交集成板）や木質耐火部材等に関する技術開発や実用化がなさ

れるとともに、建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく建築基準の合理化等により、中

高層建築物の木造化やあらわしでの木材利用がしやすくなるなど、建築物において木材を利用

できる環境が整いつつあり、全国的に民間建築物においても先導的な取組として中高層木造建

築物等が建築されるようになってきている。

このようなことから、公共建築物のみならず、これまで木材利用が低位であった非住宅の建

築物を含む建築物全体に木材利用を促進することは、地域社会の維持・発展に寄与する林業・

木材産業の持続性を高め、森林の適正な整備、森林の有する多面的機能の発揮や、炭素の貯蔵

を通じた脱炭素社会の実現、快適な生活空間の形成、地域経済の活性化等に大きく貢献するこ



ととなる。

市は、本方針に基づき、率先して、木材利用に努め、その取組状況や効果等について情報発

信を行うことにより、木材の特性やその利用促進の意義について市民の理解の醸成を効果的に

図る。

また、民間建築物における木材利用が促進されるよう、関係者との連携を緊密にし、木材の

調達や支援措置等に関する情報提供など、木材利用に取り組みやすい体制整備に努めるものと

する。

第２ 建築物における木材利用の促進のための施策に関する基本的事項

１ 公共建築物における木材利用の促進

市は、法第５条に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、市が整備する公共建築物において、

自ら率先して木材の利用に努める。

なお、市が整備する公共建築物とは、広く市民一般の利用に供される学校、社会福祉施設（

老人ホーム、保育所等）、病院・診療所、運動施設（体育館等）、 社会教育施設（図書館、

公民館等）、市営住宅等のほか、市の事務・事業の用に供される庁舎等をいう。

２ 建築物木材利用促進協定制度の活用

(1) 建築物木材利用促進協定の周知

市は、法第15条に定める建築物木材利用促進協定制度について、同制度の活用により、建築

物における木材利用の取組が進展するよう、建築主となる事業者等に対する同制度の積極的な

周知に努めるものとする。

(2) 建築物木材利用促進協定の締結の判断基準

市は、事業者等から建築物木材利用促進協定の締結の申出があった場合、法の目的や基本理

念、本方針に照らして適当なものであるかを確認し、締結の応否に係る判断を行うものとする。

(3) 建築物木材利用促進協定による木材利用の促進

市が建築物木材利用促進協定を締結した場合には、協定の内容等をホームページ等で公表し、

協定に定められた取組方針に即した取組を促進するため、協定締結者に対し、活用できる支援

制度や木材利用に係る技術的な情報提供を行うとともに、取組内容について情報発信するもの

とする。

３ 木材利用の促進の啓発

市は、ホームページやパンフレット等における先導的な木造建築物の事例の紹介等により、

木材利用の効果について積極的に市民への普及啓発を行う。

建築物における木材利用について広く市民の関心と理解を深めるため、特に、木材利用促進

の日（毎年10月8日）及び木材利用促進月間（毎年10月）において、関係団体等とも連携し、

木材利用に関する関連イベントの実施、ホームページ等の各種媒体における情報発信等の事業



を重点的かつ広範囲に実施するものとする。

第３ 市が整備する公共建築物等における木材利用の目標

市が整備する公共建築物等の木造化、内装等の木質化等を進めるに当たっては以下によるも

のとする。

１ 木造化の推進

木造建築物をめぐっては、建築基準法の改正により耐火性能が求められる建築物においても

国土交通大臣の認定を受けた構造方式の採用などにより木造化が可能であるが、現状では、中

高層建築物等においてコストや技術の面で木造化が困難な場合もある。

このことから、市が整備する公共建築物のうち、コストや技術の面で木造化が困難であるも

のを除き、原則として全て木造化を推進するものとする。

２ 内装等の木質化の推進

市が整備する公共建築物については、可能な限り内装等の木質化を推進するものとし、その

目標を別表１で示す。

３ 木製備品導入等の推進

市が整備する公共建築物において使用する机、椅子、書棚などの備品の整備に当たっては、

可能な限り木製品の導入を推進するものとする。

また、市が調達する紙類、文具類等の消耗品については、間伐材等を使用した製品の購入に

努めるものとする。

４ 公共土木事業における木材利用の推進

山腹・河川や道路など市が実施する公共土木事業については、積極的に木材の利用を推進す

るものとし、その場合の基準は別表２公共土木事業木材使用基準のとおりとする。

５ 市が補助する公共建築物等における木材利用の促進

市が行う公共建築物及び公共建築物以外の建築物等の整備への補助においては、前項までに

準じて可能な限り木材が使用されるよう、事業主体に要請するものとする。

６ 地域材の利用推進

市が行う公共建築物の整備及び公共工事等の実施に当たっては、可能な限り市内で育成、生

産された木材を使用し、これにより難い場合は、鹿児島県内で育成、生産された木材を使用す

るよう努めるものとする。

（注）本方針において「木造化」とは、建築物の新築、増築又は改築に当たり、構造耐力上主

要な部分である壁、柱、梁、小屋組み等の全部又は一部に木材を利用することをいい、「内

装等の木質化」とは、建築物の新築、増築、改築又は模様替えに当たり、天井、床、壁、窓

枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋外に面する部分に木材を利用することをいう。



第４ その他建築物等における木材利用の促進のための必要な事項

１ 公共建築物等の整備においてコスト面で考慮すべき事項

公共建築物等の整備に当たっては、一般に流通している木材を使用する等の設計上の工夫や

効率的な木材調達等によって、建設コストの適正な管理を図ることが重要である。

また、建設自体に伴うコストにとどまらず、維持管理及び解体・廃棄等のコストや木材利用

による付加価値等も考慮し、これらを総合的に判断した上で木材利用に積極的に努める必要が

ある。

２ 建築物等における木材利用の促進のための推進体制

(1) 市は木材の円滑な利用を推進するため、「鹿児島市木材利用促進連絡協議会」（以下「

協議会」という。）を設置し、庁内における木材利用を推進するとともに、民間建築物へ

の木材利用促進を図る。

(2) 協議会の設置要綱は別に定める。

３ 推進方法

(1) 関係各課は、その所管する事業について、木材利用の推進方策及び公共建築物等の木造

化、内装等の木質化等を推進する。

(2) 協議会は、木材利用の推進について総合的な調整を行う。

(3) 協議会は、木材利用を推進するため、関係各課に木材や木造施設に関する情報の提供を

行う。

４ 木材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立

建築物等における木材利用に当たっては、無秩序な伐採を防止するとともに的確な再造林を

確保するなど、木材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立に努める。

付 則

この方針は、令和５年３月１日から適用する。



別表１

   公共建築物における内装等木質化の目標

・ 内装等の木質化については、各種法令等で制限を受けない床、壁、天井等について木質化

を推進する。

・ 畳は木質として扱う。

内装等の木質化を図る施設事例

※上記以外の施設でも、積極的に内装等の木質化を検討する

建築物の用途 内装等の木質化を推進する箇所 共通の箇所

庁舎 授乳室等 ホール

ロビー

廊下

会議室等

学校 教室、図書室、保健室等

体育館 更衣室等

文化施設 研修室、和室、授乳室等

市営住宅 居室

社会福祉施設・公民館 居室、娯楽室等

観光施設・物販施設 展示室、物販室等

集会場 集会室

公園施設 休息所等



別表２

   公共土木事業木材使用基準

第１ 目的

この基準は、公共土木事業における木材の使用に関する基準等を示し、間伐材を主体とした

木材の有効かつ積極的な利用を図るとともに、適切な事業の推進に資することを目的とする。

第２ 適用

対象とする工事は、市が事業主体となり、国庫補助事業や市単独事業等で施工するすべての

土木工事とする。

第３ 木製構造物等の使用基準

次の条件のいずれかに該当する箇所については、積極的に木製構造物等を設置するものとす

る。

(1) 衝撃緩和や吸音効果など、木材の持つ物理的・科学的特性を生かす必要がある箇所

(2) 河川や渓流など、景観や自然環境に配慮する必要がある箇所

(3) 木材使用により、心理的・生理的な効果を期待する箇所

(4) 土石流等のおそれのない小河川・小渓流や背面土圧の小さな箇所で、木材が腐朽するま

でに植生の繁茂等により、その機能の代替が見込まれる箇所

(5) 木材が腐朽しにくい水中や土中など、長期間機能の発揮が期待される箇所

(6) 補修等が容易で、簡易な構造物や仮設物の設置が可能な箇所

なお、別表２－２の「工種別の木製構造物等使用基準」に掲げる工種については、現場条件

等が合致する場合は原則木製とする。



別表２―２

   工種別の木製構造物等使用基準

工 種 木製構造物を使用する現場条件等 構造物の種類

柵工 ・景観や自然環境に配慮する必要があり、

作用する背面土圧が小さく、木製でも安

全性が確保でき、かつ構造物として耐久

性を必要としない箇所

・木柵工

・法勾配が１：０．５より緩勾配の箇所で

設計流速４ｍ/ｓ以下の河川

・杭柵工

・景観に配慮する必要があり、法面の維持

管理が軽減される箇所

・竹柵工

・ネット柵工

・景観や自然環境に配慮する必要があり、

主として出入りを防止することを目的と

する箇所

・木製防護柵工

防風工 ・越波の影響を受けにくく補修が容易であ

る箇所、または、植栽地に施工する防風

工

・防風ネット工

・竹簀防風工

・木製防風工

植栽工 ・木チップの流出や散乱対策の講じられる

箇所、または、景観や自然環境に配慮す

る必要がある箇所

・木チップマルチング

・木製支柱

公園緑地工 ・景観や自然環境に配慮する必要があり維

持管理等が容易である箇所

・木製階段工

・四阿、休憩所

・テーブルベンチ

・案内板・簡易柵

仮設工 ・イメージアップ経費を計上している箇所 ・工事中案内板

・ゴミ箱

・仮囲い（簡易柵）

型枠工 ・一般型枠（型枠用合板）を使用する場合

は、原則としてスギ複合合板型枠を使用

する。

  


